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2025 年 11 ⽉ 
お客さま 各位 

帯広信⽤⾦庫 
 

⼿形・⼩切⼿の全⾯的な電⼦化に向けた対応について 
 

平素は格別のお引き⽴てを賜り厚くお礼申し上げます。 
帯広信⽤⾦庫は、政府・産業界・⾦融界が⼀丸となって取り組む「⼿形・⼩切⼿の全⾯的な電⼦化」に

向けた取り組みの⼀環として、下記の対応を実施いたします。 
当⾦庫は、今後もお客さまの多様なニーズにお応えするため、様々な商品・サービスの提供に努めて参

りますので、何卒ご理解たまわりますようお願い申し上げます。 
 

記 
１．⼿形・⼩切⼿の振出期限の設定 

最終振出期限 2026 年 9 ⽉ 30 ⽇（⽔） 

内 容 
⼿形・⼩切⼿の最終振出期限を設定します。 
最終振出期限後に振り出された⼿形・⼩切⼿は当座預⾦からの⽀払
ができません。 

 
２．他⾦融機関を⽀払地とする⼿形・⼩切⼿の預⾦⼊⾦終了 

⼊⾦終了⽇ 2026 年 9 ⽉ 30 ⽇（⽔） 

内 容 

他⾏庫を⽀払地とする⼿形・⼩切⼿の預⾦⼊⾦扱い受付を終了しま
す。 
※⼊⾦先の⼝座は、当座預⾦の他、普通預⾦・定期預⾦など各種預

⾦を含みます。 
 

※詳しくは、お取引店にお問い合わせください。 
 

 
≪電⼦的な決済⽅法への移⾏推奨≫ 

⼿形・⼩切⼿に代わる決済⽅法として、「ＷＥＢ−ＦＢサービス」や「でんさいサー
ビス」への移⾏をご案内しております。是⾮ともご検討をお願い申し上げます。 

≪預⾦者ご⾃⾝での当座預⾦払戻≫ 

「当座勘定払戻請求書」および「当座預⾦キャッシュカード」を新たにご⽤意してお
りますので、ご利⽤ください。（所定の発⾏⼿数料を申し受けます。） 
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  ⼿形・⼩切⼿の全⾯的な電⼦化について   
 政府は 2026 年度末までに紙の⼿形・⼩切⼿の全⾯的な電⼦化の⽅針を⽰しており、産業界・⾦融界
も⼀丸となって、電⼦的決済サービスへの移⾏を推進しております。 
 電⼦的決済サービスは⽀払企業・受取企業の双⽅にとってメリットのあるサービスで、電⼦化が遅れ
ると取引先との資⾦決済に⽀障が⽣じる等のおそれがあります。 

〇電⼦化のメリット 

 ①コスト削減：⼿形・領収書の取扱いに係る印紙税・郵送料等を削減 
 ②事務負担軽減：⼿形への記⼊・押印・取⽴依頼等の事務負担を軽減 
 ③リスク低減：現物がないため、盗難・紛失リスクを低減 
 ④資⾦繰り円滑化：分割譲渡や割引で債権を資⾦繰りに有効活⽤できます。 

〇今後のスケジュール

 
≪⼿形・⼩切⼿の全⾯的な電⼦化に関する当⾦庫のこれまでの取り組み≫ 

 当座預⾦の新規⼝座開設の停⽌（2024/6/12 公表、2024/10/1 実施） 
 ⼀般当座貸越の新規申込停⽌（2024/6/12 公表、2024/10/1 実施） 
 2027 年 4 ⽉以降を期⽇とする⼿形・⼩切⼿の代⾦取⽴の受付停⽌（2024/6/12 公表、2024/10/1 実
施） 

 当座預⾦の払戻請求書によるお引出しの取扱い開始（2025/3/3 公表、2025/4/1 実施） 
 当座預⾦キャッシュカードの取扱い開始（2025/3/3 公表、2025/4/1 実施） 
 ⼿形・⼩切⼿発⾏⼿数料の改定（2025/3/26 公表、2025/10/1 実施） 
 ⼿形・⼩切⼿帳の発⾏受付終了（2025/5/9 公表、2026/3/31 実施） 
 ⼿形・⼩切⼿記名判印刷サービスの受付終了（2025/5/9 公表、2026/3/31 実施） 
 ⾃⼰宛⼩切⼿発⾏の終了（2025/5/9 公表、2026/3/31 実施） 

 


